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はじめに 

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及

び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、不登校や自殺など、その生命または身体に重大な危

険を生じさせる恐れがある深刻な問題である。また、近年のインターネットを介した、いわゆる「ネ

ット上のいじめ」は、いじめを一層見えにくいものにしている。いじめの問題は、学校が一丸となっ

て組織的に取り組むだけでなく、家庭、地域及び関係諸機関の力も積極的に取り込み、社会総がかり

で解決することが必要である。また、いじめの問題の解決には、児童生徒が「いじめをしない。」と

いう強い気持ちを持ち、その所属する集団の中で、「いじめをさせない。ゆるさない。」という態度

や姿勢を示すことができるようにすることが肝要である。 

 学校いじめ防止基本方針（以下「学校の基本方針」という。）は、いじめ防止対策推進法、愛媛県

や四国中央市の「いじめ防止のための基本的な方針」の改定を受け、見直し、改訂を行った。校長の

リーダーシップの下、いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうるという危機意識と、被害者

の立場に立ち、いじめは絶対に許さないという共通意識を持って、いじめの防止等のための対策を組

織的・計画的かつ効果的に推進するために策定するものである。 

 

１ いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

(1) いじめの防止等の対策に関する学校の基本理念  

・ 児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよういじめを防止する。 

  ・ 全ての児童がいじめを行わず、他の児童へのいじめを認識しながら放置することのないよ

う、いじめの心身への影響等のいじめ問題への理解を深める。 

  ・ いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識し、関係機

関と連携し、いじめ問題の克服を目指す。 

 

(2) いじめの禁止（いじめ防止対策推進法（第４条）) 

 

 

 

(3) いじめの定義（いじめ防止対策推進法（第２条）） 

 

 

 

 

 

個々の行為が「いじめに当たるのか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめら

れた児童の立場に立つことが必要」である。この際、いじめに該当するか否かを判断するに当た

り、「心身の苦痛を感じているもの」との要件に限定して解釈することのないように努める。例

えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童の表

情をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。けんかやふざけ合いであっても、見えな

いところで被害が発生している場合もあるため、背景における事情の調査を行い、児童の感じる

被害性に着目し、いじめに該当するかを判断するものとする。 

 

 

〇いじめの未然防止を図る。 

〇いじめを早期に発見し、事実確認を行い、早期解決を図る。 

〇いじめを受けた児童又はその保護者に対する支援に全力を尽くす。 

〇いじめを行った児童に対する指導または保護者に対する助言を適切に行う。 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当

該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与

える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象

となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 

児童等は、いじめを行ってはならない。 



(4) いじめの態様 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) いじめ問題の理解 

・ いじめは、どの子にも、どの学校においても起こり得るものであり、だれもが被害者にも加

害者にもなり得るものである。  

・ いじめは力の優位－劣位の関係に基づく力の乱用であり、攻撃が一過性ではなく反復して行

われる。 

・ いじめられる児童は加害者を訴え出る意欲を奪われ、無力感に陥ってしまいかねない。 

・ いじめは、いじめる側といじめられる側という二者関係だけで成立しているのではなく「観

衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観

者」の存在によって成り立つ。いじめの多くが同じ学級の児童同士で発生することを考える

と、教室全体にいじめを許容しない雰囲気が形成され、傍観者の中からいじめを抑止する「仲

裁者」が現れるような学級経営を行うことが望まれる。 

  ・ いじめの衝動を発生させる原因には、①心理的ストレス（過度のストレスを集団内の弱い者

への攻撃によって解消しようとする）、②集団内の異質な者への嫌悪感情（凝集性が過度に高

まった学級集団などにおいて、基準から外れたものに対して嫌悪感や排除意識が向けられ

る）、③妬みや嫉妬感情、④遊び感覚やふざけ意識、⑤いじめの被害者となることへの回避感

情などが挙げられる。いじめる側の心理を読みとり、対応の方向性への示唆を得たり、いじめ

の未然防止につなげたりすることが大切である。 

 

２ いじめの未然防止等のための対策の内容に関する事項 

〇 学校の教育活動全体を通じ、すべての児童に「いじめは決して許されない」との理解を促し、

「居場所づくり」「絆づくり」に努め、「自己有用感」を育て、互いの人格を尊重し合える児童を

育てる。 

〇 すべての児童が安心・安全に学校生活を送ることができるよう、規律正しい態度で授業や行事に

参加・活動できる学校づくりを進める。 

(1) 学級経営の充実 

・ 子どもに対する教師の受容的、共感的態度により、子ども一人一人のよさが発揮され、互い

を認め合う学級を作る。 

・ 子どもの自発的、自治的活動を保障し、規律と活気のある学級集団作りを進める。 

・ 正しい言葉遣いができる集団を育てる。人権意識にかけた言葉遣いに対しては毅然とした指

導を徹底する。 

・ 学級のルールや規範がきちんと守られるような指導を継続して行う。また、改善に向けて、

粘り強く毅然とした指導を徹底する。 

・ 児童の実態を質問紙調査や欠席・遅刻・早退の日数等(客観的に測定でき、繰り返し実施可能

な尺度)の活用により把握する。 

・ 担任として自らの学級経営の在り方を定期的に見つめ直し、見通しを持って進める。 

・ 学級通信、積極的な家庭訪問や対話により、保護者との信頼関係を構築し、よきパートナー

シップを形成する。 

(2) 人権・同和教育の充実 

・ 教職員一人一人が差別の現実から深く学び、人権意識を高め、いじめをはじめとする人権問

題解決への確固たる姿勢を確立する。 

・ 全教育活動で人権尊重の精神を貫き、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操や思い

① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。 

② 仲間外し、集団による無視をされる。 

③ ぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

④ 金品をたかられる。 

⑤ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

⑥ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

⑦ パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 

 



やりの心、他人の痛みが分かる心を育てる。 

・ すべての児童が喜びを持って参加できる学校づくりに努め、いじめや不登校の解決に取り組

む。 

・ 自分も周りの人もかけがえのない存在であることを実感できる学級・学校の環境づくりに努

めながら、児童一人一人を大切にした指導を通して、確かな学力を身に付けさせる。 

・ 自分の大切さとともに他の人の大切さを認めながら、戒め合い、支え合う仲間意識を育て、

いじめや差別を許さない集団作りを徹底する。 

(3) 道徳教育の充実 

・ いじめを題材とした学習を指導計画に位置付け、いじめを許さない心情を高める授業を工夫

するとともに、人権意識の高揚を図る。 

・ すべての教育活動を通して、思いやりや生命・人権を大切にする指導の充実に努める。 

・ 話合い活動を通して、いじめにつながるような学級の諸問題の解決を図る。 

(4) 体験活動の充実 

・ 子どもたちが挑戦することで、達成感や感動、人間関係の深化が得られるような行事を企画、

実施する。 

・ 福祉体験やボランティア体験等「生きた社会」との関わりが得られる体験活動を発達段階に

応じて体系的に展開し、教育活動に取り入れる。 

・ いじめや不登校を防止するため、構成的グループ・エンカウンターやソーシャルスキルトレ

ーニング等のよりよい人間関係を育てるプログラムを活用し指導する。 

(5) 児童生徒の主体的な活動（児童会活動） 

・ 子どもたちが、自分たちの問題として自主的・自発的にいじめの予防と解決に取り組めるよ

う、代表委員会や学級会の議題に取り上げる等、児童会の活動を活性化する。 

・ 人権集会や交流学習など、児童が主体的に参加したり体験したりする活動の工夫を通し教育

内容の充実に努める。 

・ 自ら参加し、体験して学ぶ活動を通して、仲間意識を高め、協力し合って、身の回りにある

様々な人権問題の解決に向けて取り組む意欲や技能・態度を育てる。 

(6) 分かる授業づくり（授業改善・指導方法の工夫改善） 

・ 学力向上推進計画に基づき、一人一人を大切にした「分かる授業」づくりを進める。 

・ 一人一授業の実践を重ね、学び合う研修を行うことで、授業力の向上を図る。 

・ 「分かる授業」「楽しい授業」を目指し、子どもたちの学び合いを保障する。 

・ 「自己決定」「自己存在感」「共感的人間関係」のある授業づくりを進める。 

(7) 特別活動の充実(コミュニケーション能力の育成) 

・ いじめを題材として取り上げ、いじめの未然防止解決の手立てについて話し合う。 

・ 話合い活動を通して、いじめにつながるような学級の諸問題の解決を図る。 

・ 学級内のコミュニケーションを活性化するため、構成的グループ・エンカウンターのプログ

ラム、ビア・カウンセリング、アサーション・トレーニング、ソーシャルスキルトレーニング

等を活用し、学習する。 

(8) 相談体制の整備(教育相談の充実・スクールカウンセラー、相談員等の活用) 

・ 日常の生活の中での教職員の声かけ・ふれあい等を大切にし、子どもが日頃から気軽に相談

できる環境をつくり、教職員と子どもたちとの信頼関係を築く。 

・ 毎月生活アンケートを実施し、児童の実態把握に努め、早期発見、早期解消を図る。 

・ 学校全体として定期的な教育相談を実施するとともに、子どもが希望するときにはハートな

んでも相談員等にいつでも相談ができる体制を整える。 

・ いじめを訴えることは、人権と命を守ることにつながる立派な行為であることを日頃から指

導する。 

・ 学校へのいじめの訴えや相談方法を児童・家庭・地域に周知する。 

・ 関係機関へのいじめの訴えや相談方法を児童・家庭・地域に周知する。 

(9) インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策 

・ 情報モラル教育を行い、児童の情報活用能力を養い、インターネットやＳＮＳ上で行った行

為により、どんな危険が及ぶかに気付かせ、危機意識を高め、自発的に自分の行動を変え、児

童のリスクを減少させる。 

・ 誹謗中傷、情報の拡散性や匿名性等、インターネット特有の特性から生じる課題や被害・加

害については、外部の専門家や警察等に相談するように指導する。併せて、ＳＮＳ上のトラブ



ルは日常生活における関係性と地続きの中で生じるものであるため、継続的に教職員は児童へ

の指導を行う。 

・ 全ての教職員が適切に情報モラル教育を行えるよう、文部科学省の「情報モラル教育ポータ

ルサイト」等を活用した研修を充実させる。また、校内体制の構築を行い、学年・学校全体で

の指導につなげる。 

・ ＳＮＳのトラブルは家庭等学校外で生じることも多いことから、保護者への啓発活動や児童

に被害の疑いが生じた際に早期に発見・対応できるような保護者との連絡・相談体制を構築す

る。 

・ 情報モラル教室を開催する際は、保護者の参加を呼び掛け、教職員、保護者、児童がインタ

ーネットやＳＮＳの使い方、被害にあった際の対応等について共通の理解が図られるようにす

る。そして、家庭と学校で協力して子どもを見守り、携帯電話のフィルタリング機能やアプリ

の制限等を行うことを促進する。 

・ 外部講師による児童・保護者対象の学習会を開催するとともに、常態的かつ継続的に学級担

任等を通じて指導を行い、児童が加害者にも被害者にもならず、自立して活躍でいる取組を推

進し、未然防止に努める。 

・ 深刻な誹謗中傷等が発生した場合、該当のページを保存・印刷し、それを持って警察等に相

談する。 

(10) 発達障害等への理解 

・ 障害のある子どもがいじめを受けている時、その子ども自身が「抵抗する」「いじめの状況

を適切に周囲の者に伝える」等、自分から助けを求める行動を起こすことが難しい場合が多い。 

・ いじめの発生場所は、学校内だけでなく、子どもの下校時や帰宅後、休日等に居住地域でも

起こる場合が考えられる。このようなことから、障害のある子どもに対するいじめは、隠匿性

が高く、陰湿化しやすい傾向にあり、発見の遅れによって、より深刻な人権侵害事象となる可

能性がある。 

・ 子どもとの日々の関わりの中で、「理由のはっきりしないあざやけががある」、「原因は分

からないいが怯えているように見える」、「決まった場所に行きたがらない」等、少しでも普

段と異なる様子が見られたとき、教職員間で連絡を密にし、情報を共有し迅速に対応する。 

(11) 校内研修の充実（いじめ及び法令等に関する研修の実施） 

・ いじめの初期対応や重大事態認知後の対応において、職員会議、法令等の研修を実施し、全

ての教職員がいじめ及びいじめ重大事態の捉え方やそれらへの対応について、学校のいじめ防

止基本方針や法令等の理解を促す。 

・ いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（令和６年８月改訂）が改訂されたことに伴

い、いじめ重大事態発生時の関係者の対応や調査について、改めて周知徹底する。 

・ いじめ問題の重大性をすべての教職員が認識し、校長を中心にいじめを生まない土壌づくり

のために、人権・同和教育、道徳教育、体験教育、特別活動等の充実を図り、組織的に取り組

む。 

・ いじめの態様や特質、原因、背景、具体的な指導上の留意点などについて、職員会議や校内

研修などの場で取り上げ、教職員間の共通理解を図る。 

・ 単に知識としていじめの定義や基本方針についての理解を促すだけでなく、いじめ等に関す

るケースワークを実施し、対応の手順や方針についてケースを通じて教職員間で協議するなど

して共通認識を行う。 

・ いじめ問題について、特定の教職員が抱え込んだり、事実を隠したりすることなく、報告・

連絡・相談を確実に行い、学校全体で組織的に対応する。 

・ 教職員一人一人が様々なスキルや指導方法を身に付けられるよう、教職員の指導力やいじめ

の認知能力を高めるための研修やスクールソーシャルワーカー等の専門家を講師とした研修、

具体的な事例研修を計画的に実施する。 

・ 初任者等の若い教職員に対しては、校内のＯＪＴが円滑に実施されるよう配慮する。 

(12) 学校相互間の連携協力体制の整備 

・ いじめを受けた児童といじめを行った児童が同じ学校に在籍しない場合でも、いじめを受け

た児童・保護者への支援及びいじめを行った児童・保護者への指導・助言が適切に行われるよ

う学校相互間の連絡協力体制を整備する。 

・ 深刻ないじめの解決には、教育委員会、警察、児童相談所、医療機関等との緊密な連携を図

りながら対応する。 



・ 日頃からも連携に努め、深刻な事案が発生した時の連係プレーを機能させる。 

 

３ いじめの未然防止等のための組織の設置 

(1) 名称   「いじめ防止対策委員会」 

 

(2) 構成員  校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、人権・同和教育主任、学年主任、特別支援

教育コーディネーター、養護教諭、ハートなんでも相談員（必要に応じて該当関係教

職員、外部機関）で構成する。 

(3) 活動内容 

ア 早期発見のための措置 

・ 日記やチャンス相談、休み時間や昼休み、放課後の雑談の機会に、気になる様子に目を配

る。 

・ いじめ早期発見のためのチェックリストを活用する。 

イ アンケート等調査の工夫 

・ いじめを含めた「生活アンケート」を学校全体で計画的に取り組む。アンケートの集計や

分析は、担任・生徒指導主事を中心に複数の教員で当たる。 

ウ 相談活動の充実 

・ 日常の生活の中で教職員の声掛け（チャンス相談）等、子どもが日頃から気軽に相談でき

る環境をつくる。また、定期的な教育相談週間を設けて、全児童を対象とした教育相談を実

施する。 

エ 保護者との連携・情報の共有（相談窓口の周知徹底等） 

・ 定期的に保護者対象の教育相談日を設けて、保護者が気軽に相談できるようにする。 

・ 日頃から、いじめ問題に対する学校の考え方や取組を学校便りや学級便りで保護者や家庭

に周知し、共通認識に立った上で、いじめの発見に協力を求めるとともに、保護者からの訴

えに耳を傾ける。 

・ 保護者が子どもの変化を読み取れるよう「チェックポイント」などを知らせるとともに、

いじめを発見した際の学校への連絡方法等を周知する。 

・ ＰＴＡ人権学習部を中心に、家庭でもいじめの防止につながる子育ての在り方などの研修

が行われるよう働きかける。 

オ 地域及び関係機関との連携 

・ 学校においていじめを把握した場合は、速やかに教育委員会へ報告し、問題の解決に向け

て指導助言等の必要な支援を受ける。 

・ 保護者から、市内の他の学校や他の市町等の学校に変更したい旨の申し出があれば、市教

育委員会と十分に協議する。 

・ 地域の警察との連携を図るため、定期的にまた必要に応じて連絡協議会を開催し、相互協

力する体制を整えておく。 

・ 学校でのいじめが暴力行為や恐喝など、犯罪と認められる事案に関しては、早期に所轄の

警察署や青少年育成センターに相談し、連携して対応する。児童の生命・身体の安全が脅か

される場合には、直ちに通報する。 

・ いじめた児童のおかれた背景に、保護者の関わり不足等の家庭の要因が考えられる場合に

は、東予子ども・女性支援センターや福祉事務所、民生児童委員等の協力を得ることも視野

に入れて対応する。 

カ いじめの防止等のための取組に係る達成目標の設定 

・ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付け、いじ

めの防止等のための取組に係る達成目標を設定し、学校評価においてその達成状況を評価す

る。評価結果は、学校関係者評価委員会等でも、検討し、評価結果を踏まえ、取組の改善を

図る。 

 

 

 

 

 

 



(4) 年間取組計画の策定 

 職員会議等 未然防止の取組 早期発見の取組 

１学期 

 

 

 

(夏休み) 

・いじめ防止委員会（指

導方針・指導計画等）職

員研修会（いじめ防止の

対応を確認） 

・生徒指導情報交換 

・学校評価をもとに研修 

・いじめ問題への対応や

教育相談に係る研修講座

への参加 

・学年間の情報交換、指導

記録の引き継ぎ 

・学級開き 

・人間関係づくり 

・学級のルールづくり 

・ＰＴＡ総会（方針説明） 

・なかま集会の実施 

・地区別懇談会で保護者啓

発 

・生活アンケート、日記 

・教育相談の実施 

・児童生徒の観察 

・教職員間の情報交換 

・学校評価アンケート 

・学校関係者評価 

・個別懇談会 

２学期 ・いじめ防止委員会(情報

共有・２、３学期の計画) 

・生徒指導情報交換 

・職員研修会（事例研

修） 

・学級、学年集団づくり 

・人間関係づくり 

・行事(音楽会等)を通した

人間関係づくり 

・人権・同和教育参観日で

保護者啓発 

・夏休み明けの教育相談の実

施 

・生活アンケート、日記 

・教育相談の実施 

・話合い活動「学級の諸問

題」 

・学校評価アンケート 

・個別懇談会 

３学期 ・学校評価をもとにした

研修 

・いじめ防止委員会（本

年度の反省、見直し） 

・生徒指導情報交換 

・学級、学年集団づくり 

・人間関係づくり 

 記録の整備、進級する学

年への引継ぎ情報の作成 

小中の情報交換のための連

絡会 

・冬休み明けの教育相談の実

施 

・生活アンケート、日記 

・教育相談の実施 

・話合い活動「学級の諸問

題」 

・学校関係者評価委員会 

     

(5) アンケートの実施 

 

４ いじめが発生した場合の組織の設置(早期対応、認知したいじめに対する対処等) 

(1) 名称   「いじめ問題調査委員会」 

(2) 構成員  校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、人権・同和教育主任、学年主任、特別支援

教育コーディネーター、養護教諭(必要に応じて該当関係教職員)で構成する。 

(3) 活動内容 

  ア 事実確認・情報共有 

・ いじめの事実確認においては、いじめの行為を行うに至った経過や心情などをいじめてい

る子どもから聞き取るとともに、周囲の子どもや保護者など第三者からも詳しく情報を得て、

正確に把握する。 

・ 保護者対応は、複数の教員で対応し、事実に基づいて丁寧に行う。 

・ 短時間で正確な事実関係を把握するため、複数の教職員で対応することを原則とし、管理

職の指示のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。 

・ 一つの事象にとらわれず、いじめの全体像を把握する。 

  イ 被害児童生徒・保護者に対する説明、支援 

・ いじめを受けた児童生徒またはその保護者に対する必要な情報提供、支援 

  ウ 加害児童生徒への指導及び保護者への支援 

・ いじめを行った児童に対する指導又はその保護者に対する助言 

  エ 教育委員会への報告・連絡・相談 

・ 学校においていじめを把握した場合には、速やかに教育委員会へ報告し、問題の解決に向

けて指導助言等の適切な支援を受け対応方針を検討するなど、教育委員会と連携した対応を

図る。 

  オ 安全措置（緊急避難等が必要な場合) 

・ 必要があると認めるときは、いじめを行った児童をいじめを受けた児童等が使用する教室

以外の場所において学習を行わせ、いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるように



するための必要な措置を講ずる。 

  カ 懲戒 

・ いじめを行った児童に対して、教育上必要があると認めるときは、学校教育法11条に基づ

き、適切に懲戒を加えるものとする。その際には、感情的にならず、教育的配慮の下、児童

が自らの悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う。 

  キ 出席停止 

・ 被害児童の生命及び心身の安全、教育を受ける権利を保障するため、必要に応じて出席停

止の措置を講ずる。早期に教育委員会と連携し、指導記録を基に校長が意見具申を行い、適

正・適切な手続きができるようにする。 

  ク 犯罪行為として取り扱われるべきと認められるとき 

・ 教育的な配慮や被害者の意向を配慮した上で、早期に警察に相談、通報の上、警察と連携

した対応をとる。 

  ケ 生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるとき 

・ 教育的な配慮や被害者の意向を配慮した上で、早期に警察に相談、通報の上、警察と連携

した対応をとる。 

 

５ 重大事態への対応 

 

重大事態とは、 

・ いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき 

（児童生徒が自殺を企画した場合） 

・ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい

る疑いがあると認めるとき 

（登校の定義を踏まえ年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅

速に着手する。） 

※ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し出があったときは、重大事態が発

生したものとして報告・調査等にあたる。 

 

(1) 調査組織「学校いじめ問題調査委員会」を開く。 

(2) 対応 

  ・ 質問紙等により、事実関係を明確にするための調査を行う。 

  ・ 必要に応じて、外部機関と連携する。 

(3) 報告 

  ・ 市教委へ調査結果を報告する。市教委から市長に報告する。 

(4) 調査協力 

  ・ 「四国中央市いじめ防止対策委員会」への調査協力を行う。 

(5) 調査結果の提供 

  ・ いじめを受けた児童等及びその保護者に対して事実関係等その他の必要な情報を提供する。 

  ・ 事案に応じて、保護者説明会を開催する。 

 

６ 学校評価 

 ・ いじめの事実が隠蔽されず、いじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよ

う、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正な評価を行い、必要

に応じて見直す。 

 ・ いじめに関する項目を設けた自己評価・児童アンケート・保護者アンケートによる評価を行い、

それらを元に校内研修及び学校関係者評価委員会等で協議する。結果と対策等を市教育委員会及

び保護者に報告する。 

 

７ ホームページでの公開について 

 ・ 学校のホームページで「学校いじめ防止基本方針」の全文を公開する。 

 ・ 入学時や各年度の開始時に児童・保護者・関係機関等に説明する。 

 

 



 

８ 平時からのいじめ及びいじめ重大事態対応への備え 

 (1) いじめの初期対応のフローチャート 

 

 


